
富
岡
川
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
六
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
富
岡
川
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
の
有
す
る
内
共
第
六
号
第
五
種

共
同
漁
業
権
に
係
る
漁
場
（
以
下
単
に
「
漁
場
」
と
い
う
）
区
域
に
お
い
て
、
組
合
員
以
外
の
者
の
す
る
当
該

漁
業
権
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
水
産
動
植
物
（
あ
ゆ
、
う
ぐ
い
、
や
ま
め
、
い
わ
な
及
び
う
な
ぎ
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
採
捕
（
以
下
「
遊
漁
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
制
限
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
遊
漁
の
承
認
及
び
遊
漁
料
の
納
付
義
務
）

第
二
条

漁
場
区
域
内
に
お
い
て
遊
漁
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
組
合
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
手
釣
り
、
竿
釣
り
、
投
網
又
は
さ
で
網
に
よ
る
遊
漁
の
場
合
に
は
口
頭
で
、

そ
の
他
の
場
合
に
は
遊
漁
対
象
水
産
動
植
物
、
漁
具
、
漁
法
、
遊
漁
区
域
及
び
遊
漁
期
間
を
記
載
し
た
遊
漁
承

認
申
請
書
を
提
出
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

組
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
手
釣
り
、
竿
釣
り
、
投
網
ま
た
は
さ
で
網
に
よ

る
遊
漁
の
場
合
に
は
第
十
二
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
当
該
遊
漁
の
承
認
に
よ
り
当

該
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
、
組
合
員
若
し
く
は
他
の
遊
漁
者
（
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
行
う
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
第
十
二
条
に
規
定
す

る
場
合
を
除
き
、
第
一
項
の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

遊
漁
者
は
、
直
ち
に
、
第
八
条
第
一
項
の
遊
漁
料
を
同
条
第
二
項
の
方
法
に
よ
り
組
合
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
キ
ャ
ッ
チ
ア
ン
ド
リ
リ
ー
ス
区
間
の
設
置
）

第
三
条

次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
魚
種
は
、
イ
欄
に
掲
げ
る
区
域
で
ウ
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
、
採
捕
し

た
魚
を
所
持
し
、
又
は
販
売
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
採
捕
し
た
場
で
再
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア

魚
種

イ

区
域

ウ

期
間

や
ま
め

こ
の
組
合
が
定
め
て
公
表
し
た
区
間

こ
の
組
合
が
定
め
て
公
表
し
た
期
間

い
わ
な

２

前
項
の
公
表
は
、
組
合
及
び
組
合
が
委
託
す
る
遊
漁
承
認
証
取
扱
所
に
掲
示
す
る
。

（
漁
具
・
漁
法
の
制
限
）

第
四
条

次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
漁
具
・
漁
法
に
よ
る
遊
漁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
欄
に
掲
げ
る
規
模
の
範
囲
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア

漁
具
・
漁
法

イ

規
模

手
釣
り

竿
数
は
一
人
二
本
以
内
。

竿
釣
り

た
だ
し
、
あ
ゆ
釣
り
の
場
合
に
あ
っ
て
は
竿
数
は
一
人
一
本
。

投

網

網
の
目
合
は
、
一
．
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
。
た
だ
し
、
や
ま
め
及
び
い
わ
な
を

さ
で
網

対
象
と
す
る
場
合
は
三
．
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
。

さ
で
網
の
最
長
口
径
は
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
。

２

富
岡
川
に
お
い
て
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
ゆ
に
つ
い
て
の
公
表
の
日
か
ら
七
日
間
は
、
手
釣

り
又
は
竿
釣
り
に
よ
っ
て
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ゆ
の
遊
漁
を
し
て
は
な
ら
な
い
。



（
遊
漁
期
間
）

第
五
条

次
の
表
の
ア
欄
に
掲
げ
る
魚
種
を
対
象
と
す
る
遊
漁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
で
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア

魚
種

イ

期
間

あ
ゆ

六
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
で
組
合
が
定
め
て
公
表
す
る
期
間
内
。

た
だ
し
、
投
網
又
は
さ
で
網
に
つ
い
て
は
、
別
途
組
合
が
定
め
て
公
表
す
る
期
間
内
。

う
ぐ
い

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
で
組
合
が
定
め
て
公
表
す
る
期
間
内
。

や
ま
め
・
い
わ
な

四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
で
組
合
が
定
め
て
公
表
す
る
期
間
内
。

う
な
ぎ

四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
で
組
合
が
定
め
て
公
表
す
る
期
間
内
。

２

前
項
の
公
表
は
、
組
合
及
び
遊
漁
承
認
証
取
扱
所
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
組
合
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

（
禁
止
区
域
）

第
六
条

前
条
の
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
組
合
が
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
の
必
要
か
ら
禁
止

区
域
及
び
期
間
を
定
め
て
公
表
し
た
と
き
は
、
当
該
禁
止
区
域
に
お
い
て
当
該
期
間
中
は
、
遊
漁
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
全
長
の
制
限
）

第
七
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
魚
種
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
全
長
以
下
の
も
の
を
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。

魚

種

全

長

や
ま
め
・
い
わ
な

一
五
．
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

う
ぐ
い

七
．
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
方
法
）

第
八
条

遊
漁
料
の
額
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
遊
漁
者
が
未
就
学
の
幼
児
の
と
き
は
無
料
、
小
中
学

校
生
徒
又
は
肢
体
不
自
由
者
の
と
き
は
同
号
に
掲
げ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
し
、
次
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
五
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

魚
種

漁
具
・
漁
法

遊
漁
料

あ
ゆ

手
釣
り
・
竿
釣
り

一
日

一
、
〇
〇
〇
円

う
ぐ
い

一
年

四
、
五
〇
〇
円

や
ま
め

い
わ
な

投
網
・
さ
で
網

一
年

五
、
〇
〇
〇
円

う
な
ぎ

手
釣
り
・
竿
釣
り

一
年

五
、
〇
〇
〇
円

竹
筒
・
せ
ん

２

遊
漁
料
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
又
は
組
合
が
指
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
納
付
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
遊
漁
を
す
る
場
所
に
お
い
て
漁
場
監
視
員
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
富
岡
川
漁
業
協
同
組
合
事
務
所
（
富
岡
町
大
字
本
岡
字
上
本
町
四
二
〇
の
一
番
地
）

（
２
）
富
岡
川
漁
業
協
同
組
合
遊
漁
承
認
証
取
扱
所

（
遊
漁
承
認
証
に
関
す
る
事
項
）

第
九
条

組
合
は
第
二
条
第
一
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
遊
漁
承
認
証
（
オ
ン

ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
を
遊
漁
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
承
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所

（
２
）
承
認
期
間

（
３
）
魚
種

（
４
）
漁
具
・
漁
法

（
５
）
遊
漁
区
域

（
６
）
遊
漁
料
の
額

（
７
）
注
意
事
項

（
８
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
９
）
発
行
者
名

２

遊
漁
承
認
証
の
交
付
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
所
、
組
合
が
指
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
又
は

漁
場
監
視
員
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

遊
漁
承
認
証
は
、
他
人
に
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
遊
漁
に
際
し
守
る
べ
き
事
項
）

第
十
条

遊
漁
者
は
、
遊
漁
を
す
る
場
合
に
は
、
遊
漁
承
認
証
を
携
帯
し
、
漁
場
監
視
員
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

遊
漁
者
は
、
遊
漁
に
際
し
て
は
、
漁
場
監
視
員
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

遊
漁
者
は
、
遊
漁
に
際
し
て
は
、
相
互
に
適
当
な
距
離
を
保
ち
、
漁
業
者
及
び
他
の
遊
漁
者
の
迷
惑
と
な
る

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

遊
漁
者
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
け
る
川
底
を
か
く
は
ん
し
て
は
な
ら
な
い
。

区
域

富
岡
川
の
全
域

（
漁
場
監
視
員
）

第
十
一
条

漁
場
監
視
員
は
、
遊
漁
者
に
対
し
、
こ
の
規
則
の
遵
守
に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２

漁
場
監
視
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
漁
場
監
視
員
証
を
携
帯
し
、
か
つ
、
漁
場
監
視
員
で
あ

る
こ
と
を
表
示
す
る
腕
章
を
つ
け
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
氏
名

（
２
）
有
効
期
間

（
３
）
注
意
事
項

（
４
）
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
５
）
発
行
者
名

（
違
反
者
に
対
す
る
措
置
）

第
十
二
条

組
合
は
、
遊
漁
者
が
こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
遊
漁
の
中
止
を
命
じ
、
以
後
そ
の
者

の
遊
漁
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
遊
漁
者
が
既
に
納
付
し
た
遊
漁
料
の
払
い
戻
し
は
、
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
。


